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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　不適切コンテンツ検出装置が、
　個々の利用者から投稿されたコンテンツを受け付け、
　受け付けた複数の前記投稿されたコンテンツを用いて、複数の前記投稿されたコンテン
ツの相互の類似度を算出し、
　前記相互の類似度に基づき、前記投稿されたコンテンツが著作権的に適切であるか否か
の判定を行う不適切コンテンツ検出方法。
【請求項２】
　不適切コンテンツ検出装置が、
　個々の利用者から投稿されたコンテンツを受け付け、
　受け付けた複数の前記投稿されたコンテンツを用いて、複数の前記投稿されたコンテン
ツ間で算出された相互の類似度に基づき、複数の前記投稿されたコンテンツが相互に類似
しているか否かを判定し、類似していた場合に、相互に類似しているコンテンツ群を著作
権的に不適切なコンテンツとして検出する不適切コンテンツ検出方法。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の不適切コンテンツ検出方法において、
　前記不適切コンテンツ検出装置が、
　所定の期間内に投稿されたコンテンツのうち、所定数以上の前記投稿されたコンテンツ
間で相互に前記類似度が閾値より高いと判定されたコンテンツ群を、前記不適切なコンテ
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ンツとして検出する不適切コンテンツ検出方法。
【請求項４】
　請求項１乃至３いずれか一項に記載の不適切コンテンツ検出方法において、
　前記不適切コンテンツ検出装置が、
　複数の前記投稿されたコンテンツから、所定の基準でコンテンツを選択した後に、前記
選択されたコンテンツ間で相互に類似度を算出し、所定数以上のコンテンツ間で、相互に
類似度が閾値より高いと判定されたコンテンツ群を、前記不適切なコンテンツとして検出
する不適切コンテンツ検出方法。
【請求項５】
　請求項１乃至４いずれか一項に記載の不適切コンテンツ検出方法において、
　前記不適切コンテンツ検出装置が、
　前記投稿されたコンテンツから特徴量を抽出し、
　前記投稿されたコンテンツの前記特徴量を、相互に照合することでコンテンツ相互の類
似度を算出する不適切コンテンツ検出方法。
【請求項６】
　請求項１乃至５いずれか一項に記載の不適切コンテンツ検出方法において、
　前記不適切コンテンツ検出装置が、
　前記投稿されたコンテンツが映像であった際に、映像に含まれる一部または全部のフレ
ーム群が相互に類似しているときに、コンテンツ間の類似度が閾値より高いとする不適切
コンテンツ検出方法。
【請求項７】
　請求項１乃至６いずれか一項に記載の不適切コンテンツ検出方法において、
　前記不適切コンテンツ検出装置が、
　前記投稿されたコンテンツが静止画像であった際に、静止画像の一部または全体が類似
しているときに、コンテンツ間の類似度が閾値より高いとする不適切コンテンツ検出方法
。
【請求項８】
　請求項１乃至７いずれか一項に記載の不適切コンテンツ検出方法において、
　前記不適切コンテンツ検出装置が、
　前記投稿されたコンテンツが音響または音楽を含む際に、音響または音楽の一部または
全体のフレーズが類似しているときに、コンテンツ間の類似度が閾値より高いとする不適
切コンテンツ検出方法。
【請求項９】
　請求項１乃至８いずれか一項に記載の不適切コンテンツ検出方法において、
　前記不適切コンテンツ検出装置が、特徴量蓄積部を備え、
　前記不適切コンテンツ検出装置が、
　投稿毎に前記投稿されたコンテンツの特徴量を抽出して前記特徴量蓄積部に蓄積してお
き、新たに投稿された新規コンテンツと複数の前記蓄積されたコンテンツの前記特徴量に
基づいて、複数の前記蓄積されたコンテンツ毎に、前記新規コンテンツとの類似度を算出
し、前記新規コンテンツとの前記類似度が閾値より高いコンテンツが存在した場合に、前
記新規コンテンツおよび、前記新規コンテンツとの前記類似度が閾値より高いと判定され
たコンテンツのコンテンツ群を前記不適切なコンテンツと判定する不適切コンテンツ検出
方法。
【請求項１０】
　請求項１乃至８いずれか一項に記載の不適切コンテンツ検出方法において、
　前記不適切コンテンツ検出装置が、特徴量蓄積部を備え、
　前記不適切コンテンツ検出装置が、
　これまでに投稿されたコンテンツの特徴量を抽出して前記特徴量蓄積部に蓄積しておき
、新たに投稿された新規コンテンツと複数の前記蓄積されたコンテンツの前記特徴量に基
づいて、複数の前記蓄積されたコンテンツ毎に、前記新規コンテンツとの類似度を算出し
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、前記新規コンテンツとの前記類似度が閾値より高いコンテンツが存在した場合に、前記
蓄積されたコンテンツに前記新規コンテンツを加えて、相互の前記類似度を算出し、所定
数以上のコンテンツ間で相互に前記類似度が閾値より高いと判定されたコンテンツ群を、
前記不適切なコンテンツとして検出する不適切コンテンツ検出方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の不適切コンテンツ検出方法において、
　前記不適切コンテンツ検出装置が、
　前記新規コンテンツと比較する前記蓄積されたコンテンツとして、所定期間に投稿され
たコンテンツのみを用いる不適切コンテンツ検出方法。
【請求項１２】
　請求項１乃至１１いずれか一項に記載の不適切コンテンツ検出方法において、
　前記不適切コンテンツ検出装置が、辞書記憶部を備え、
　前記不適切コンテンツ検出装置が、
　前記不適切と判定された投稿コンテンツまたは該コンテンツの特徴量を不適切コンテン
ツ辞書データとして前記辞書記憶部に記憶し、新規に投稿されたコンテンツに対して、前
記記憶された不適切コンテンツ辞書データと照合を行うことにより前記不適切なコンテン
ツの検出を行う不適切コンテンツ検出方法。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の不適切コンテンツ検出方法において、
　前記不適切コンテンツ検出装置が、
　所定期間または利用者またはコンテンツに対する相互の類似度の算出により前記不適切
コンテンツ辞書データを生成する不適切コンテンツ検出方法。
【請求項１４】
　請求項１２または１３に記載の不適切コンテンツ検出方法において、
　前記不適切コンテンツ検出装置が、
　前記相互の類似度算出による不適切コンテンツ検出を定期的に行い前記不適切コンテン
ツ辞書データの生成または更新を行う不適切コンテンツ検出方法。
【請求項１５】
　請求項１２乃至１４いずれか一項に記載の不適切コンテンツ検出方法において、
　前記不適切コンテンツ検出装置が、
　前記不適切コンテンツ辞書データを情報管理者が確認し、前記情報管理者が指示した不
適切コンテンツのみを保持するよう修正する不適切コンテンツ検出方法。
【請求項１６】
　請求項１乃至１５いずれか一項に記載の不適切コンテンツ検出方法において、
　前記不適切コンテンツ検出装置が、登録部を備え、
　前記不適切コンテンツ検出装置が、
　所定の利用者または所定のコンテンツを前記登録部に予め登録しておき、前記所定の利
用者により投稿されたコンテンツまたは前記所定のコンテンツは前記不適切コンテンツと
して検出しない不適切コンテンツ検出方法。
【請求項１７】
　個々の利用者から投稿されたコンテンツの入力を受け付けるコンテンツ受付手段と、
　受け付けた複数の前記投稿されたコンテンツを用いて、複数の前記投稿されたコンテン
ツの相互の類似度を算出し、前記類似度に基づき、相互に類似するコンテンツ群を検出す
る類似コンテンツ検出手段と、
　検出された前記類似するコンテンツ群に基づき、著作権的に不適切なコンテンツを判定
する不正判定手段と、を備える不適切コンテンツ検出装置。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の不適切コンテンツ検出装置において、
　前記類似コンテンツ検出手段は、所定の期間内に投稿されたコンテンツのうち、所定数
以上の前記投稿されたコンテンツ間で相互に前記類似度が閾値より高いコンテンツを前記
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相互に類似するコンテンツ群として検出し、
　前記不正判定手段は、検出された前記類似するコンテンツ群を前記不適切なコンテンツ
と判定する不適切コンテンツ検出装置。
【請求項１９】
　請求項１７または１８に記載の不適切コンテンツ検出装置において、
　前記類似コンテンツ検出手段は、複数の前記投稿されたコンテンツから、所定の基準で
コンテンツを選択した後に、前記選択されたコンテンツ間で相互に類似度を算出し、所定
数以上のコンテンツ間で、相互に類似度が閾値より高いコンテンツ群を検出し、
　前記不正判定手段は、検出された前記コンテンツ群を、前記不適切なコンテンツと判定
する不適切コンテンツ検出装置。
【請求項２０】
　請求項１７乃至１９いずれか一項に記載の不適切コンテンツ検出装置において、
　前記投稿されたコンテンツからその特徴量を抽出する特徴量抽出手段を備え、
　前記類似コンテンツ検出手段は、複数の前記投稿されたコンテンツの前記特徴量を相互
に照合して、前記特徴量の相互の類似度を算出し、前記類似度に基づいて、相互に類似す
るコンテンツ群を検出する不適切コンテンツ検出装置。
【請求項２１】
　請求項２０に記載の不適切コンテンツ検出装置において、
　前記特徴量抽出手段によって抽出された前記特徴量を記憶する特徴量蓄積手段と、
　前記特徴量蓄積手段から、所定の基準で選択されたコンテンツの特徴量を取得する蓄積
特徴量選択手段と、を備え、
　前記類似コンテンツ検出手段は、前記蓄積特徴量選択手段によって選択されたコンテン
ツの前記特徴量の相互の類似度を算出し、相互に類似するコンテンツを検出する不適切コ
ンテンツ検出装置。
【請求項２２】
　請求項１７乃至２１いずれか一項に記載の不適切コンテンツ検出装置において、
　前記類似コンテンツ検出手段は、前記投稿されたコンテンツが映像であった際に、映像
に含まれる一部または全部のフレーム群が相互に類似しているときに、コンテンツ間の類
似度が閾値より高いとする不適切コンテンツ検出装置。
【請求項２３】
　請求項１７乃至２２いずれか一項に記載の不適切コンテンツ検出装置において、
　前記類似コンテンツ検出手段は、前記投稿されたコンテンツが静止画像であった際に、
静止画像の一部または全体が類似しているときに、コンテンツ間の類似度が閾値より高い
とする不適切コンテンツ検出装置。
【請求項２４】
　請求項１７乃至２３いずれか一項に記載の不適切コンテンツ検出装置において、
　前記類似コンテンツ検出手段は、前記投稿されたコンテンツが音響または音楽を含む際
に、音響または音楽の一部または全体のフレーズが類似しているときに、コンテンツ間の
類似度が閾値より高いとする不適切コンテンツ検出装置。
【請求項２５】
　請求項２１に記載の不適切コンテンツ検出装置において、
　前記特徴量蓄積手段は、投稿毎に前記投稿されたコンテンツの前記特徴量を蓄積してお
き、
　前記類似コンテンツ検出手段は、新たに投稿された新規コンテンツと複数の前記蓄積さ
れたコンテンツの前記特徴量に基づいて、複数の前記蓄積されたコンテンツ毎に、前記新
規コンテンツとの類似度を算出し、前記新規コンテンツとの前記類似度が閾値より高いコ
ンテンツが存在した場合に、前記新規コンテンツおよび、前記新規コンテンツとの前記類
似度が閾値より高いコンテンツのコンテンツ群を検出し、
　前記不正判定手段は、検出された前記コンテンツ群を前記不適切なコンテンツと判定す
る不適切コンテンツ検出装置。
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【請求項２６】
　請求項２１に記載の不適切コンテンツ検出装置において、
　前記特徴量蓄積手段は、これまでに投稿されたコンテンツの前記特徴量を蓄積しておき
、
　前記類似コンテンツ検出手段は、新たに投稿された新規コンテンツと複数の前記蓄積さ
れたコンテンツの前記特徴量に基づいて、複数の前記蓄積されたコンテンツ毎に、前記新
規コンテンツとの類似度を算出し、前記新規コンテンツとの前記類似度が閾値より高いコ
ンテンツが存在した場合に、前記蓄積されたコンテンツに前記新規コンテンツを加えて、
相互の前記類似度を算出し、所定数以上のコンテンツ間で相互に前記類似度が閾値より高
いコンテンツ群を検出し、
　前記不正判定手段は、検出された前記コンテンツ群を前記不適切なコンテンツと判定す
る不適切コンテンツ検出装置。
【請求項２７】
　請求項２６に記載の不適切コンテンツ検出装置において、
　前記類似コンテンツ検出手段は、前記新規コンテンツと比較する前記蓄積されたコンテ
ンツとして、所定期間に投稿されたコンテンツのみを用いる不適切コンテンツ検出装置。
【請求項２８】
　請求項１７乃至２７いずれか一項に記載の不適切コンテンツ検出装置において、
　前記不正判定手段で不適切と判定された前記不適切なコンテンツまたは該不適切なコン
テンツの特徴量を不適切コンテンツ辞書データとして記憶する辞書記憶手段と、
　新規に投稿されたコンテンツに対して、前記不適切コンテンツ辞書データと照合を行う
ことにより前記不適切なコンテンツの検出を行う不適切コンテンツ検出手段と、をさらに
備える不適切コンテンツ検出装置。
【請求項２９】
　請求項２８に記載の不適切コンテンツ検出装置において、
　所定期間または所定の利用者または所定のコンテンツに対する相互の類似度の算出によ
り前記不適切コンテンツ辞書データを生成する生成手段をさらに備える不適切コンテンツ
検出装置。
【請求項３０】
　請求項２９に記載の不適切コンテンツ検出装置において、
　前記生成手段は、前記相互の類似度の算出による不適切コンテンツ検出を定期的に行い
、前記不適切コンテンツ辞書データの生成または更新を行う不適切コンテンツ検出装置。
【請求項３１】
　請求項２８乃至３０いずれか一項に記載の不適切コンテンツ検出装置において、
　前記不適切コンテンツ辞書データを情報管理者に提示し、該情報管理者が前記不適切コ
ンテンツ辞書データを確認し、保持する不適切コンテンツ辞書データの指示を受け付け、
指示された不適切コンテンツ辞書データのみを前記辞書記憶手段に記憶する不適切コンテ
ンツ検出装置。
【請求項３２】
　請求項１７乃至３１いずれか一項に記載の不適切コンテンツ検出装置において、
　所定の利用者または所定のコンテンツを予め登録する登録手段を備え、
　前記不正判定手段は、前記所定の利用者により投稿されたコンテンツまたは前記所定の
コンテンツは前記不適切なコンテンツと判定しない不適切コンテンツ検出装置。
【請求項３３】
　コンピュータに、個々の利用者から投稿されたコンテンツから著作権的に不適切なコン
テンツを検出する不適切コンテンツ検出装置を実現させるためのコンピュータプログラム
であって、
　前記コンピュータに、
　個々の利用者から投稿されたコンテンツの入力を受け付ける手順と、
　受け付けた複数の前記投稿されたコンテンツを用いて、複数の前記投稿されたコンテン
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ツの相互の類似度を算出し、前記類似度に基づき、相互に類似するコンテンツ群を検出す
る手順、
　検出された前記類似するコンテンツ群に基づき、著作権的に不適切なコンテンツを判定
する手順、を実行させるためのコンピュータプログラム。
【請求項３４】
　請求項３３に記載のコンピュータプログラムにおいて、
　前記コンピュータに、
　所定の期間内に投稿されたコンテンツのうち、所定数以上の前記投稿されたコンテンツ
間で相互に前記類似度が閾値より高いコンテンツを前記相互に類似するコンテンツ群とし
て検出する手順をさらに実行させるためのコンピュータプログラム。
【請求項３５】
　請求項３３または３４に記載のコンピュータプログラムにおいて、
　前記コンピュータに、
　前記投稿されたコンテンツからその特徴量を抽出する手順、
　複数の前記投稿されたコンテンツの前記特徴量を相互に照合して、前記特徴量の相互の
類似度を算出する手順、
　算出された前記類似度に基づいて、前記相互に類似するコンテンツ群を検出する手順、
をさらに実行させるためのコンピュータプログラム。
【請求項３６】
　請求項３３乃至３５いずれか一項に記載のコンピュータプログラムにおいて、
　前記コンピュータは、不適切コンテンツ辞書データを記憶する辞書記憶装置を備え、
　前記コンピュータに、
　前記不適切なコンテンツを判定する手順で不適切と判定された前記不適切なコンテンツ
または該不適切なコンテンツの特徴量を前記不適切コンテンツ辞書データとして前記辞書
記憶装置に記憶する手順、
　新規に投稿されたコンテンツに対して、前記不適切コンテンツ辞書データと照合を行う
ことにより前記不適切なコンテンツの検出を行う手順、をさらに実行させるためのコンピ
ュータプログラム。
【請求項３７】
　投稿されたコンテンツを利用者が閲覧できるように公開するコンテンツ公開システムで
あって、
　請求項１７乃至３２いずれか一項に記載の不適切コンテンツ検出装置によって検出され
た前記不適切なコンテンツをシステム管理者に提示する提示手段と、
　前記システム管理者が確認した後、前記システム管理者から削除指示を受け付ける受付
手段と、
　前記削除指示に従い、前記不適切なコンテンツの削除を行う削除手段と、を備えるコン
テンツ公開システム。
【請求項３８】
　投稿されたコンテンツを利用者が閲覧できるように公開するコンテンツ公開システムで
あって、
　請求項１７乃至３２いずれか一項に記載の不適切コンテンツ検出装置によって相互に類
似していると判定されたコンテンツ数が、所定数より多いか否かを判定する判定手段と、
　相互に類似していると判定されたコンテンツ数が所定数より多い場合に、当該コンテン
ツへの利用者のアクセスを自動的に停止する制御手段と、を備えるコンテンツ公開システ
ム。
【請求項３９】
　請求項１乃至１６いずれか一項に記載の不適切コンテンツ検出方法において、
　前記不適切コンテンツ検出装置が、
　前記相互の類似度を算出するコンテンツは、著作権的に適切であるか否かが未確認の複
数の投稿されたコンテンツである不適切コンテンツ検出方法。
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【請求項４０】
　請求項１２乃至１５いずれか一項に記載の不適切コンテンツ検出方法において、
　前記不適切コンテンツ検出装置が、
　前記不適切コンテンツ辞書データとして、著作権コンテンツを前記辞書記憶部に記憶す
る不適切コンテンツ検出方法。
【請求項４１】
　請求項１乃至１６、３９、および４０いずれか一項に記載の不適切コンテンツ検出方法
において、
　前記不適切コンテンツ検出装置が、
　受け付けた複数の前記投稿されたコンテンツの中から順次コンテンツ対を選択し、
　選択された前記コンテンツ対の類似度を算出し、
　算出された前記類似度が予め定められた閾値以上のコンテンツの件数を求め、
　前記コンテンツの前記件数に基づいて、前記コンテンツが著作権的に適切であるか否か
の判定を行う不適切コンテンツ検出方法。
【請求項４２】
　請求項４１に記載の不適切コンテンツ検出方法において、
　前記不適切コンテンツ検出装置が、
　算出された前記類似度が予め定められた閾値以上のコンテンツが、予め定められた件数
以上検出された場合、検出されたコンテンツ対を類似コンテンツとして検出し、それらの
類似コンテンツ群に対して、著作権的に不適切なコンテンツと判定する不適切コンテンツ
検出方法。
【請求項４３】
　請求項１７乃至３２いずれか一項に記載の不適切コンテンツ検出装置において、
　前記類似コンテンツ検出手段が前記相互の類似度を算出するコンテンツは、著作権的に
適切であるか否かが未確認の複数の投稿されたコンテンツである不適切コンテンツ検出装
置。
【請求項４４】
　請求項２８乃至３１いずれか一項に記載の不適切コンテンツ検出装置において、
　前記辞書記憶手段は、前記不適切コンテンツ辞書データとして、著作権コンテンツを記
憶する不適切コンテンツ検出装置。
【請求項４５】
　請求項１７乃至３２、４３、および４４いずれか一項に記載の不適切コンテンツ検出装
置において、
　前記類似コンテンツ検出手段は、
　　前記受け付けた複数の前記投稿されたコンテンツの中から順次コンテンツ対を選択し
、
　　選択された前記コンテンツ対の類似度を算出し、
　　算出された前記類似度が予め定められた閾値以上のコンテンツの件数を求め、
　前記不正判定手段は、
　　前記コンテンツの前記件数に基づいて、前記コンテンツが著作権的に適切であるか否
かの判定を行う不適切コンテンツ検出装置。
【請求項４６】
　請求項４５に記載の不適切コンテンツ検出装置において、
　前記類似コンテンツ検出手段は、算出された前記類似度が予め定められた閾値以上のコ
ンテンツが、予め定められた件数以上検出された場合、検出されたコンテンツ対を類似コ
ンテンツとして検出し、
　前記不正判定手段は、それらの類似コンテンツ群に対して、著作権的に不適切なコンテ
ンツと判定する不適切コンテンツ検出装置。
【請求項４７】
　請求項３３乃至３６いずれか一項に記載のコンピュータプログラムにおいて、
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　前記相互に類似するコンテンツ群を検出する手順で、前記相互の類似度を算出するコン
テンツは、著作権的に適切であるか否かが未確認の複数の投稿されたコンテンツであるコ
ンピュータプログラム。
【請求項４８】
　請求項３６に記載のコンピュータプログラムにおいて、
　前記コンピュータに、
　前記不適切コンテンツ辞書データとして、著作権コンテンツを前記辞書記憶装置に記憶
する手順をさらに実行させるためのコンピュータプログラム。
【請求項４９】
　請求項３３乃至３６、４７、および４８いずれか一項に記載のコンピュータプログラム
において、
　前記コンピュータに、
　受け付けた複数の前記投稿されたコンテンツの中から順次コンテンツ対を選択する手順
、
　選択された前記コンテンツ対の類似度を算出する手順、
　算出された前記類似度が予め定められた閾値以上のコンテンツの件数を求める手順、
　前記コンテンツの前記件数に基づいて、前記コンテンツが著作権的に適切であるか否か
の判定を行う手順をさらに実行させるためのコンピュータプログラム。
【請求項５０】
　請求項４９に記載のコンピュータプログラムにおいて、
　前記コンピュータに、
　算出された前記類似度が予め定められた閾値以上のコンテンツが、予め定められた件数
以上検出された場合、検出されたコンテンツ対を類似コンテンツとして検出する手順、
　それらの類似コンテンツ群に対して、著作権的に不適切なコンテンツと判定する手順を
さらに実行させるためのコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、投稿サイトにおける不適切コンテンツ検出方法、不適切コンテンツ検出装置
、そのコンピュータプログラム、およびコンテンツ公開システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　インターネットなどにて展開されるサービスの一つに、掲示板サービスあるいは動画ま
たは静止画投稿サービスがある。掲示板等のこれらのサービスでは、不特定多数の利用者
が、画像、音声、テキスト等のデータ（コンテンツ）をアップロードしたり、他人のアッ
プロードしたコンテンツを自由に閲覧したりすることができる。
【０００３】
　このような掲示板等への投稿を、投稿する利用者の自由に任せると、他人の著作権物を
コピーまたは模造したいわゆる不正コンテンツや不法コンテンツが大量に出回ってしまう
危険性がある。現在不正コンテンツは、サービス提供者が定期的に監視を行うか、または
著作権者がサービス提供者にクレームして該コンテンツを削除するといった枠組みで運用
されているが、掲載されるコンテンツが大量になった場合、そのすべてを人手でチェック
することは困難である。
【０００４】
　投稿されたコンテンツの中から不適切なデータを検出するシステムの一例が特許文献１
に記載されている。同文献に記載されたシステムは、予め不適切なコンテンツ（画像、音
声、テキスト等）をみつけるためのベースとなるコンテンツのサンプルを蓄えておき、新
規にコンテンツ（画像、音声、テキスト等）が投稿されるたびに、前記蓄えられた不適切
なコンテンツをみつけるためのベースとなるサンプルとの類似性を評価し、類似している
と評価された場合に不適切なコンテンツであるとして抽出する。
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【特許文献１】
特開２００６－２９３４５５号公報
【特許文献２】
特開平８－１８０１７６号公報
【特許文献３】
特開２０００－２５９８３２号公報
【特許文献４】
特開２０００－３３９４７４号公報
【発明の開示】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１に記載されている方法は、不適切なコンテンツをみつけ
るためのベースとなるコンテンツのサンプルとの類似度に基づくものであり、不適切コン
テンツを抽出するために、不適切コンテンツをみつけるためのベースとなるコンテンツを
サンプルとして用意する必要がある点で改善の余地を有していた。
【０００６】
　特に、掲示板などのサービスで不特定多数の利用者が投稿する、画像、音声、テキスト
等のデータ（コンテンツ）に対して、他人の著作権物をコピーまたは模造したいわゆる不
正コンテンツまたは不法コンテンツを検出するために、予め不正画像データをサンプルと
して用意し、日々掲示板などインターネットにアップされるすべての不正画像データに対
応することは困難であった。
【０００７】
　日々、多種多様なコンテンツが生成、流通する中で、著作権的に保護すべきコンテンツ
をすべて、予め不適切コンテンツのベースとなるコンテンツのサンプルとして用意してお
くのはきわめて困難である。掲示板などのサービス母体が、コンテンツを作成しているこ
とは少ないため、事前に保護すべきコンテンツを入手することは困難であることに加え、
掲示板などに投稿されるコンテンツの範囲は非常に多岐にわたっており、すべての投稿に
対してもれなく不適切コンテンツをみつけるためのベースとなるサンプルとして用意する
ことは非常に困難であるといえる。
【０００８】
　本発明の目的は、上述した課題である、不正コンテンツサンプルや辞書データを予め用
意する困難さを解決する不適切コンテンツ検出方法、不適切コンテンツ検出装置、そのコ
ンピュータプログラム、およびコンテンツ公開システムを提供することにある。
【０００９】
　本発明の第１の不適切コンテンツ検出方法は、不適切コンテンツ検出装置が、
　個々の利用者から投稿されたコンテンツを受け付け、
　受け付けた複数の前記投稿されたコンテンツを用いて、複数の前記投稿されたコンテン
ツの相互の類似度を算出し、
　前記相互の類似度に基づき、前記投稿されたコンテンツが著作権的に適切であるか否か
の判定を行う。
【００１０】
　本発明の第２の不適切コンテンツ検出方法は、不適切コンテンツ検出装置が、
　個々の利用者から投稿されたコンテンツを受け付け、
　受け付けた複数の前記投稿されたコンテンツを用いて、複数の前記投稿されたコンテン
ツ間で算出された相互の類似度に基づき、複数の前記投稿されたコンテンツが相互に類似
しているか否かを判定し、類似していた場合に、相互に類似しているコンテンツ群を著作
権的に不適切なコンテンツとして検出する。
［００１１］
　本発明の不適切コンテンツ検出装置は、個々の利用者から投稿されたコンテンツの入力
を受け付けるコンテンツ受付手段と、
　受け付けた複数の前記投稿されたコンテンツを用いて、複数の前記投稿されたコンテン
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ツの相互の類似度を算出し、前記類似度に基づき、相互に類似するコンテンツ群を検出す
る類似コンテンツ検出手段と、
　検出された前記類似するコンテンツ群に基づき、著作権的に不適切なコンテンツを判定
する不正判定手段と、を備える。
［００１２］
　本発明のコンピュータプログラムは、コンピュータに、個々の利用者から投稿されたコ
ンテンツから著作権的に不適切なコンテンツを検出する不適切コンテンツ検出装置を実現
させるためのコンピュータプログラムであって、
　前記コンピュータに、
　個々の利用者から投稿されたコンテンツの入力を受け付ける手順と、
　受け付けた複数の前記投稿されたコンテンツを用いて、複数の前記投稿されたコンテン
ツの相互の類似度を算出し、前記類似度に基づき、相互に類似するコンテンツ群を検出す
る手順、
　検出された前記類似するコンテンツ群に基づき、著作権的に不適切なコンテンツを判定
する手順、を実行させる。
［００１３］
　本発明の第１のコンテンツ公開システムは、投稿されたコンテンツを利用者が閲覧でき
るように公開するコンテンツ公開システムであって、
　上記不適切コンテンツ検出装置によって検出された前記不適切なコンテンツをシステム
管理者に提示する提示手段と、
　前記システム管理者が確認した後、前記システム管理者から削除指示を受け付ける受付
手段と、
　前記削除指示に従い、前記不適切なコンテンツの削除を行う削除手段と、を備える。
【００１４】
　本発明の第２のコンテンツ公開システムは、投稿されたコンテンツを利用者が閲覧でき
るように公開するコンテンツ公開システムであって、
　上記不適切コンテンツ検出装置によって相互に類似していると判定されたコンテンツ数
が、所定数より多いか否かを判定する判定手段と、
　相互に類似していると判定されたコンテンツ数が所定数より多い場合に、当該コンテン
ツへの利用者のアクセスを自動的に停止する制御手段と、を備える。
【００１５】
　なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本発明の表現を方法、装置、システム、記録媒
体、コンピュータプログラムなどの間で変換したものもまた、本発明の態様として有効で
ある。
【００１６】
　また、本発明の各種の構成要素は、必ずしも個々に独立した存在である必要はなく、複
数の構成要素が一個の部材として形成されていること、一つの構成要素が複数の部材で形
成されていること、ある構成要素が他の構成要素の一部であること、ある構成要素の一部
と他の構成要素の一部とが重複していること、等でもよい。
【００１７】
　また、本発明の不適切コンテンツ検出方法およびコンピュータプログラムには複数の手
順を順番に記載してあるが、その記載の順番は複数の手順を実行する順番を限定するもの
ではない。このため、本発明の不適切コンテンツ検出方法およびコンピュータプログラム
を実施するときには、その複数の手順の順番は内容的に支障しない範囲で変更することが
できる。
【００１８】
　さらに、本発明の不適切コンテンツ検出方法およびコンピュータプログラムの複数の手
順は個々に相違するタイミングで実行されることに限定されない。このため、ある手順の
実行中に他の手順が発生すること、ある手順の実行タイミングと他の手順の実行タイミン
グとの一部ないし全部が重複していること、等でもよい。
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【００１９】
　本発明によれば、不正コンテンツサンプルや辞書データを予め用意することなく、投稿
されるコンテンツの中から不適切なコンテンツを効率よく検出できる不適切コンテンツ検
出方法、不適切コンテンツ検出装置、そのコンピュータプログラム、およびコンテンツ公
開システムが提供される。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
　上述した目的、およびその他の目的、特徴および利点は、以下に述べる好適な実施の形
態、およびそれに付随する以下の図面によってさらに明らかになる。
【００２１】
【図１】本発明の実施の形態に係る不適切コンテンツ検出装置の構成を示すブロック図で
ある。
【図２】本発明の実施の形態における不適切コンテンツ検出の手順の一例を示すフローチ
ャートである。
【図３】本発明の実施の形態に係る不適切コンテンツ検出装置の構成を示すブロック図で
ある。
【図４】本発明の実施の形態における不適切コンテンツ検出の手順の一例を示すフローチ
ャートである。
【図５】本発明の実施の形態に係る不適切コンテンツ検出装置の構成を示すブロック図で
ある。
【図６】本発明の実施の形態における不適切コンテンツ検出の手順の一例を示すフローチ
ャートである。
【図７】本発明の実施の形態に係る確認サーバの構成を示すブロック図である。
【図８】本発明の実施の形態に係るコンテンツ公開システムの構成を示す図である。
【図９】本発明の不適切コンテンツ検出方法の実施例を模式的に示した図である。
【図１０】図９で投稿されたコンテンツの類似の状況を模式的に示した図である。
【図１１】動画の類似例を模式的に示した図である。
【図１２】静止画の類似例を模式的に示した図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。なお、すべての図面にお
いて、同様な構成要素には同様の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００２３】
（第一の実施の形態）
　図１は、本発明の実施の形態に係る不適切コンテンツ検出装置１００の構成を示す機能
ブロック図である。本実施形態の不適切コンテンツ検出装置１００は、複数の投稿された
コンテンツの相互の類似度を算出し、相互の類似度に基づき、投稿されたコンテンツが著
作権的に適切であるか否かの判定を行うものである。また、本実施形態において、不適切
コンテンツ検出装置１００は、投稿された複数のコンテンツの相互の類似度に基づき、複
数の投稿されたコンテンツが相互に類似しているか否かを判定し、類似していた場合に、
相互に類似しているコンテンツ群を著作権的に不適切なコンテンツとして検出する。
【００２４】
　ここで、類似度とは、少なくとも二つのコンテンツ間が相互に類似しているか否かを示
す尺度であり、たとえば、特許文献１の段落００１０および００１１、または特許文献４
に記載されているような公知の技術により算出できる。
【００２５】
　本実施形態の不適切コンテンツ検出装置１００は、投稿されたコンテンツの入力を受け
付けるコンテンツ入力受付部１１０と、複数の投稿されたコンテンツの相互の類似度を算
出し、類似度に基づき、相互に類似するコンテンツ群を検出する類似コンテンツ検出部１
３４と、検出された類似するコンテンツ群に基づき、著作権的に不適切なコンテンツを判
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定する不正判定部１３６と、を備える。
【００２６】
　また、本実施形態の不適切コンテンツ検出装置１００は、投稿されたコンテンツからそ
の特徴量を抽出する特徴量抽出部１３２をさらに備え、類似コンテンツ検出部１３４は、
複数の投稿されたコンテンツの特徴量を相互に照合して、特徴量の相互の類似度を算出し
、相互に類似するコンテンツ群を検出する。
【００２７】
　より詳細には、不適切コンテンツ検出装置１００は、コンテンツ入力受付部１１０と、
コンテンツ記憶部１２０と、特徴量抽出部１３２と、類似コンテンツ検出部１３４と、不
正判定部１３６と、不適切コンテンツ出力部１４０と、を備えている。
【００２８】
　なお、以下の各図において、本発明の本質に関わらない部分の構成については省略して
ある。
　また、不適切コンテンツ検出装置１００の各構成要素は、任意のコンピュータのＣＰＵ
、メモリ、メモリにロードされた本図の構成要素を実現するプログラム、そのプログラム
を格納するハードディスクなどの記憶ユニット、ネットワーク接続用インタフェースを中
心にハードウエアとソフトウエアの任意の組合せによって実現される。そして、その実現
方法、装置にはいろいろな変形例があることは、当業者には理解されるところである。以
下説明する各図は、ハードウエア単位の構成ではなく、機能単位のブロックを示している
。
【００２９】
　コンテンツ入力受付部１１０は、個々の利用者から次々に投稿されるコンテンツの入力
を受け付ける。一例として、コンテンツ入力受付部１１０は、インターネット経由で利用
者より投稿されたメッセージをキャプチャして、コンテンツ部分を切り出すプログラムを
搭載したＣＰＵ（Central Processing Unit）である。入力されるコンテンツとは、たと
えば、掲示板などに投稿された、画像（動画像、静止画）、音声（音響、音楽）、テキス
トデータなどであり、著作権的に保護すべきコンテンツである。
【００３０】
　入力されるコンテンツは、利用者からの投稿を直接キャプチャする形で実現されてもよ
いし、一度外部のサーバ（不図示）等に蓄えられた後に逐次または一括して入力するよう
な形であってもよい。投稿の形態は、ＷＷＷブラウザを使ってアップロードする形態であ
ってもよいし、ｅ－ｍａｉｌ等にコンテンツを添付して送付するような形態であってもよ
い。また特定のＦＴＰサイトに登録するような形態であってもかまわない。
【００３１】
　コンテンツ記憶部１２０は、コンテンツ入力受付部１１０が受け付けたコンテンツを蓄
積する。一例として、コンテンツ記憶部１２０は、ハードディスク、フラッシュメモリな
どの記憶装置であり、専用の蓄積装置であっても、他の蓄積装置との兼用であってもよい
。
【００３２】
　特徴量抽出部１３２は、コンテンツ間の一致の検出、または類似度を効果的に算出する
ための特徴量を、コンテンツ入力受付部１１０が受け付けた各コンテンツから抽出する。
一例として、特徴量抽出部１３２は、予め定められたルールにて動作するプログラムを搭
載したＣＰＵである。たとえば、コンテンツが映像情報の場合、映像中の各フレームで観
測される色情報のヒストグラムを抽出するように動作してもよいし、音楽情報の場合、各
時刻における周波数成分を抽出するように動作してもよい。
【００３３】
　一例として、特徴量抽出部１３２は、上記特許文献２に記載された画像インデックス生
成や、上記特許文献３に記載された、代表レイアウト特徴量抽出のような手順で特徴量の
抽出を行う。特徴量抽出に関しては、画像や映像または音響情報などのコンテンツの相互
の類似度または一致度が算出できれば、特許文献２や特許文献３に記載された特徴量でな
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くてもかまわない。
　また、特徴量抽出部１３２で抽出された特徴量は、特徴量蓄積部（不図示）に蓄積して
もよいし、類似度算出毎にコンテンツ記憶部１２０に記憶されているコンテンツから抽出
してもよい。
【００３４】
　類似コンテンツ検出部１３４は、コンテンツ間の類似度判定または一致検出を行うため
に、特徴量抽出部１３２により抽出された特徴量の相互の類似度を算出し、予め定められ
た特定閾値以上の類似度を持つコンテンツ群を検出する。検出した結果は類似コンテンツ
情報として一時記憶部（不図示）に記憶し、後述する不正判定部１３６に出力する。一例
として、類似コンテンツ検出部１３４は、予め定められたルールにて動作するプログラム
を搭載したＣＰＵである。専用のＣＰＵであってもよいし、他のＣＰＵとの兼用であって
もよい。
【００３５】
　類似するコンテンツの検出方法として、たとえば、特許文献３に記載された、代表レイ
アウト特徴量に基づく類似コンテンツ検出を用いる。コンテンツの一致に際しては、映像
中の一部または全部のフレームの一致または類似や、静止画像の一部または全体の一致ま
たは類似、音響の一部または全体の一致または類似を検出できれば、特許文献３以外の方
法で検出を行ってもよい。
【００３６】
　すなわち、本実施形態の不適切コンテンツ検出装置１００において、類似コンテンツ検
出部１３４は、投稿されたコンテンツが映像であった際に、映像に含まれる一部または全
部のフレーム群が相互に類似しているときに、コンテンツ間の類似度が閾値より高いとす
ることができる。また、類似コンテンツ検出部１３４は、投稿されたコンテンツが静止画
像であった際に、静止画像の一部または全体が類似しているときに、コンテンツ間の類似
度が閾値より高いとすることができる。さらに、類似コンテンツ検出部１３４は、投稿さ
れたコンテンツが音響または音楽を含む際に、音響または音楽の一部または全体のフレー
ズが類似しているときに、コンテンツ間の類似度が閾値より高いとすることができる。
【００３７】
　不正判定部１３６は、類似コンテンツ検出部１３４にて検出された類似コンテンツ情報
に基づいて、コンテンツの不正を判定する。一例として、不正判定部１３６は、予め定め
られたルールにて動作するプログラムを搭載したＣＰＵである。専用のＣＰＵであっても
よいし、他のＣＰＵとの兼用であってもよい。
【００３８】
　不適切コンテンツ出力部１４０は、不正判定部１３６における不正判定結果をうけて、
不適切なコンテンツを出力する。一例として、不適切コンテンツ出力部１４０は、予め定
められたルールにて動作するプログラムを搭載したＣＰＵである。専用のＣＰＵであって
もよいし、他のＣＰＵとの兼用であってもよい。例として、不適切コンテンツ出力部１４
０は、不正判定部１３６で不適切なコンテンツと判定された不適切なコンテンツをリスト
アップした不適切コンテンツリストを作成し、出力するリスト作成部（不図示）を含むこ
ともできる。
【００３９】
　上記不適切コンテンツ検出装置１００の各種ユニット（コンテンツ入力受付部１１０～
不適切コンテンツ出力部１４０）を各種機能として実現させるためのコンピュータプログ
ラムは、上述のＣＰＵが利用するメモリ（不図示）に記憶され、ＣＰＵにより実行される
。
【００４０】
　本実施形態のコンピュータプログラムは、コンピュータに、投稿されたコンテンツから
著作権的に不適切なコンテンツを検出する不適切コンテンツ検出装置１００を実現させる
ためのコンピュータプログラムであって、コンピュータに、投稿されたコンテンツの入力
を受け付ける手順と、投稿されたコンテンツからその特徴量を抽出する手順、複数の投稿
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されたコンテンツの特徴量を相互に照合して、特徴量の相互の類似度を算出する手順、算
出された類似度に基づいて、相互に類似するコンテンツ群を検出する手順、検出された類
似するコンテンツ群に基づき、著作権的に不適切なコンテンツを判定する手順、を実行さ
せるように記述されている。
【００４１】
　コンピュータプログラムは、たとえば、コンピュータ（ＣＰＵ）が読取可能な記録媒体
（メモリ）に格納される。例として、記録媒体は、ＰＲＯＭ（Programmable Read Only M
emory）、ハードディスク、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＦＤなどである。
【００４２】
　このように構成された本実施形態の不適切コンテンツ検出装置１００の動作について、
以下に説明する。図２は、本実施形態の不適切コンテンツ検出装置１００の動作の一例を
示すフローチャートである。以下、図１および図２を用いて説明する。
【００４３】
　はじめに、コンテンツ入力受付部１１０により利用者により投稿された複数のコンテン
ツの入力が受け付けられる（Ｓ１１）。コンテンツは、逐次入力されてもよいし、複数ま
とめて入力されてもよい。受け付けられたコンテンツがコンテンツ記憶部１２０に記憶さ
れ（Ｓ１３）、特徴量抽出部１３２が、コンテンツ入力受付部１１０が受け付けた各コン
テンツから類似度算出のための特徴量を抽出する（Ｓ１５）。
【００４４】
　そして、類似コンテンツ検出部１３４が、受け付けたコンテンツの中から順次コンテン
ツ対を選択し、（Ｓ１７）、選択されたコンテンツ対の類似度を算出し（Ｓ１９）、類似
度が予め定めた閾値以上であかる否かを判定する（Ｓ２１）。類似度が予め定めた閾値以
上であった場合に（Ｓ２１のＹｅｓ）、類似コンテンツとして検出し、検出されたコンテ
ンツ対を相互類似コンテンツ情報として一時記憶部に記憶する（Ｓ２３）。
【００４５】
　ステップＳ１７からステップＳ２３までを、入力コンテンツのすべての組合せに対して
行い（Ｓ２５）、それぞれ相互に類似するコンテンツを検出する。
【００４６】
　そして、すべての組み合わせについて類似コンテンツの検出が終了したとき（Ｓ２５の
Ｙｅｓ）、不正判定部１３６により、ステップＳ２３で記憶した相互類似コンテンツ情報
に基づいて不正判定が行われる（Ｓ２７）。一例として、特定の相互に類似するコンテン
ツが予め定められた件数以上検出された場合、それらの類似するコンテンツ群に対して不
正と判定する。一例として、予め定められた件数が２件の場合、ステップＳ２３にて記憶
されたコンテンツはすべて、不適切コンテンツと判定される。予め定められた件数がＮ件
の場合、ステップＳ２１で検出されたコンテンツ対の接続関係に基づき、Ｎ件以上の相互
接続を検出して検出されたコンテンツを不適切コンテンツと判定する。
【００４７】
　そして、不適切コンテンツ出力部１４０により、不正と判定されたコンテンツの出力が
行われる（Ｓ２９）。
【００４８】
　以上説明したように、本実施形態の不適切コンテンツ検出装置１００によれば、不適切
なコンテンツをみつけるためのベースとなるサンプルコンテンツ（辞書データ）を用意す
ることなく、著作権的に不適切なコンテンツを効率よく自動的に検出するという、発明の
目的を達成することができる。
　また、著作権的な適切度の判定を効率よく行うことができる。そして、掲示板などに不
適切なコンテンツが公開されるのを防ぐことが可能となる。
【００４９】
　権利侵害をしている不適切コンテンツでは、テレビ録画、雑誌、ＣＤ、ＤＶＤなどのオ
リジナルコンテンツが存在し、オリジナルコンテンツを一部またはそのまま投稿したり、
他者が投稿したコンテンツをダウンロードしてそのまま転用したりするという特性をもつ
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ため重複が多い。投稿されたコンテンツ間で類似度評価を行い、投稿された動画、静止画
、音響の一致または重複を検知し、重複の多いコンテンツを著作権的に不適切なコンテン
ツとして検出することにより、不適切コンテンツのサンプルを予め用意することなく、著
作権的な適切度の判定および不適切なコンテンツの検出ができるようになり、本発明の目
的を達成することができる。
【００５０】
（第二の実施の形態）
　図３は、本発明の実施の形態に係る不適切コンテンツ検出装置２００の構成を示す機能
ブロック図である。本実施形態の不適切コンテンツ検出装置２００は、上記実施形態の不
適切コンテンツ検出装置１００とは、コンテンツを所定の条件で選択し、選択されたコン
テンツについて類似度評価を行う点で相違する。
【００５１】
　本実施形態の不適切コンテンツ検出装置２００において、類似コンテンツ検出部２３４
は、所定の期間内に投稿されたコンテンツのうち、所定数以上の投稿されたコンテンツ間
で相互に類似度が閾値より高いコンテンツを相互に類似するコンテンツ群として検出し、
不正判定部２３６は、検出された類似するコンテンツ群を不適切なコンテンツと判定する
。
【００５２】
　また、本実施形態の不適切コンテンツ検出装置２００において、類似コンテンツ検出部
２３４は、複数の投稿されたコンテンツから、所定の基準でコンテンツを選択した後に、
選択されたコンテンツ間で相互に類似度を算出し、所定数以上のコンテンツ間で、相互に
類似度が閾値より高いコンテンツ群を検出し、不正判定部２３６は、検出された前記コン
テンツ群を、不適切なコンテンツと判定する。本実施形態の不適切コンテンツ検出装置２
００は、たとえば、所定期間に投稿されたコンテンツについて類似度評価を行う。
【００５３】
　ここで、所定の基準とは、コンテンツが投稿された日時、コンテンツを投稿した投稿者
の国籍、投稿されたコンテンツのサイズなどを含む。これらの情報は、コンテンツ投稿記
録などに記録されており、コンテンツ投稿記録、すなわち、投稿時刻、投稿者の国籍、コ
ンテンツのサイズなどに基づいてコンテンツを選択し、選択されたコンテンツ間で類似度
を算出し、不適切コンテンツを検出することができる。
【００５４】
　本実施形態の不適切コンテンツ検出装置２００は、特徴量抽出部２３２によって抽出さ
れた特徴量を記憶する特徴量蓄積部２５２と、特徴量蓄積部２５２から、所定の基準で選
択されたコンテンツの特徴量を取得する蓄積特徴量選択部２５４と、を備え、類似コンテ
ンツ検出部２３４は、蓄積特徴量選択部２５４によって選択されたコンテンツの特徴量の
相互の類似度を算出し、相互に類似するコンテンツを検出する。
【００５５】
　さらに、本実施形態の不適切コンテンツ検出装置２００において、特徴量蓄積部２５２
は、投稿毎に投稿されたコンテンツの特徴量を蓄積しておき、類似コンテンツ検出部２３
４は、新たに投稿された新規コンテンツと複数の蓄積されたコンテンツの特徴量に基づい
て、複数の蓄積されたコンテンツ毎に、新規コンテンツとの類似度を算出し、新規コンテ
ンツとの類似度が閾値より高いコンテンツが存在した場合に、新規コンテンツおよび、新
規コンテンツとの類似度が閾値より高いコンテンツのコンテンツ群を検出し、不正判定部
２３６は、検出されたコンテンツ群を不適切なコンテンツと判定する。
【００５６】
　詳細には、本実施形態の不適切コンテンツ検出装置２００は、上記実施形態の不適切コ
ンテンツ検出装置１００と同じコンテンツ入力受付部１１０と、コンテンツ記憶部１２０
と、不適切コンテンツ出力部１４０と、に加え、特徴量抽出部２３２と、類似コンテンツ
検出部２３４と、不正判定部２３６と、特徴量蓄積部２５２と、蓄積特徴量選択部２５４
と、を備えている。
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【００５７】
　特徴量抽出部２３２は、コンテンツ間の一致または類似度を効果的に算出するための特
徴量をコンテンツから抽出する。抽出された特徴量は特徴量蓄積部２５２に蓄積される。
特徴量抽出部２３２は、たとえば、コンテンツが映像情報の場合、映像中の各フレームで
観測される色情報のヒストグラムを抽出するように動作してもよいし、音楽情報の場合、
各時刻における周波数成分を抽出するように動作してもよい。
【００５８】
　一例として、特徴量抽出部２３２は、上記実施形態で記載した特許文献２に記載された
画像インデックス生成や、特許文献３に記載された、代表レイアウト特徴量抽出のような
手順で特徴量の抽出を行う。特徴量抽出に関しては、画像や映像または音響情報などのコ
ンテンツの相互の類似度または一致度が算出できれば、特許文献２や特許文献３に記載さ
れた特徴量でなくてもかまわない。
【００５９】
　特徴量蓄積部２５２は、特徴量抽出部２３２にて抽出された特徴量を蓄積する。一例と
して、ハードディスクやフラッシュメモリなどの記憶装置があり、専用の蓄積装置であっ
ても、他の蓄積装置との兼用であってもよい。
【００６０】
　蓄積特徴量選択部２５４は、特徴量蓄積部２５２から類似度を算出すべき特徴量を選択
する。一例として、予め定められたルールにて動作するプログラムを搭載したＣＰＵであ
る。専用のＣＰＵであってもよいし、他のＣＰＵとの兼用であってもよい。一例として、
蓄積特徴量選択部２５４は、特徴量蓄積部２５２に蓄積された特徴量のうち、予め定めら
れた期間に投稿されたコンテンツの特徴量を、投稿記録の投稿日時に基づき選択する。こ
のほか、投稿記録に記録されているコンテンツの投稿者や投稿者の国籍、投稿されたコン
テンツのサイズなどに応じて、類似度評価するコンテンツを選択してもかまわない。
【００６１】
　類似コンテンツ検出部２３４は、受け付けたコンテンツの特徴量または蓄積されたコン
テンツの特徴量を相互に照合することで、相互の類似度を算出し、類似度に基づいて類似
コンテンツを検出する。一例として、予め定められたルールにて動作するプログラムを搭
載したＣＰＵである。専用のＣＰＵであってもよいし、他のＣＰＵとの兼用であってもよ
い。類似コンテンツグループ（コンテンツ群）検出に際しては、上記実施形態で述べたよ
うにすべての特徴量対の類似度を総当り的にもとめる方法（図２のステップＳ１７～Ｓ２
５）を用いてもよいし、まず、第一に、新規に投稿された入力コンテンツの特徴量と、蓄
積された特徴量との類似度の算出を行い、類似コンテンツが検出されたときのみ、相互に
類似度算出を行うという方法を用いてもよい。
【００６２】
　すなわち、本実施形態の不適切コンテンツ検出装置２００において、特徴量蓄積部２５
２は、これまでに投稿されたコンテンツの特徴量を蓄積しておき、類似コンテンツ検出部
２３４は、新たに投稿された新規コンテンツと複数の蓄積されたコンテンツの特徴量に基
づいて、複数の蓄積されたコンテンツ毎に、新規コンテンツとの類似度を算出し、新規コ
ンテンツとの類似度が閾値より高いコンテンツが存在した場合に、蓄積されたコンテンツ
に新規コンテンツを加えて、相互の類似度を算出し、所定数以上のコンテンツ間で相互に
類似度が閾値より高いコンテンツ群を検出してもよい。
　すなわち、新規コンテンツとの類似度が閾値より高いコンテンツが存在しない場合は、
コンテンツ群の検出を行わなくてよい。
【００６３】
　また、このとき、類似コンテンツ検出部２３４は、新規コンテンツと比較する蓄積され
たコンテンツとして、所定期間に投稿されたコンテンツのみを用いてもよい。
【００６４】
　不正判定部２３６は、類似コンテンツ検出部２３４にて検出された類似コンテンツ情報
をもとにコンテンツの不正を判定する。本実施形態において、不正判定部２３６は、類似
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コンテンツ検出部２３４にて検出された類似コンテンツグループが予め定めた数以上であ
った場合、検出された類似コンテンツグループを不適切なコンテンツと判定する。一例と
して、不正判定部２３６は、予め定められたルールにて動作するプログラムを搭載したＣ
ＰＵである。専用のＣＰＵであってもよいし、他のＣＰＵとの兼用であってもよい。
【００６５】
　上記不適切コンテンツ検出装置２００の各種ユニット（コンテンツ入力受付部１１０～
不適切コンテンツ出力部１４０、特徴量抽出部２３２～蓄積特徴量選択部２５４）を各種
機能として実現させるためのコンピュータプログラムは、上述のＣＰＵが利用するメモリ
（不図示）に記憶され、ＣＰＵにより実行される。
【００６６】
　本実施形態のコンピュータプログラムは、上記実施形態のコンピュータプログラムの手
順に加え、コンピュータに、所定の期間内に投稿されたコンテンツのうち、所定数以上の
投稿されたコンテンツ間で相互に類似度が閾値より高いコンテンツを相互に類似するコン
テンツ群として検出する手順をさらに実行させるように記述されている。
【００６７】
　このように構成された本実施形態の不適切コンテンツ検出装置２００の動作について以
下に説明する。図４は、本実施形態の不適切コンテンツ検出装置２００の動作の一例を示
すフローチャートである。以下、図３および図４を用いて説明する。
【００６８】
　なお、本実施形態の不適切コンテンツ検出装置２００の動作において、図２のフローチ
ャートのステップＳ１１、Ｓ１３、およびＳ２９は同じであるので、説明は省略する。
【００６９】
　特徴量抽出部２３２により、ステップＳ１１で入力された各コンテンツから類似度算出
のための特徴量が抽出される（Ｓ３１）。抽出された特徴量は、特徴量蓄積部２５２に蓄
積される。そして、蓄積特徴量選択部２５４により、予め特徴量蓄積部２５２に記憶され
た特徴量から相互類似度評価用に利用すべき参照コンテンツの特徴量が選択される（Ｓ３
３）。たとえば、上述したように投稿記録に基づき、所定期間に投稿されたコンテンツの
特徴量を選択する。
【００７０】
　そして、類似コンテンツ検出部２３４により、ステップＳ３３で選択された特徴量に、
新規に入力されたコンテンツの特徴量を加えた特徴量間で相互に類似度を算出して、類似
コンテンツグループの検出を行う（Ｓ３５）。
【００７１】
　ステップＳ３５にて検出された類似コンテンツグループが予め定めた数以上であった場
合、不正判定部２３６により、検出された類似コンテンツグループが不正コンテンツと判
定され（Ｓ３７）、不適切コンテンツ出力部１４０により不正と判定したコンテンツが出
力される（Ｓ２９）。
【００７２】
　以上説明したように、本実施形態の不適切コンテンツ検出装置２００によれば、特定期
間内に数多く重複して投稿された、オリジナルコンテンツの存在する、コピーとおぼしき
投稿を検出することができ、不適切なコンテンツをみつけるためのベースとなるサンプル
コンテンツ（辞書データ）を用意することなく、著作権的に不適切なコンテンツを自動的
に検出するという、発明の目的を達成することができる。
【００７３】
（第三の実施の形態）
　図５は、本発明の実施の形態に係る不適切コンテンツ検出装置３００の構成を示す機能
ブロック図である。本実施形態の不適切コンテンツ検出装置３００は、上記実施形態の不
適切コンテンツ検出装置１００および不適切コンテンツ検出装置２００とは、検出された
不適切なコンテンツを辞書として登録し、辞書との照合を行うことで不適切なコンテンツ
の検出を行う点、および不適切なコンテンツが検出された場合、管理者などにアラーム提
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示する点で相違する。
【００７４】
　本実施形態の不適切コンテンツ検出装置３００は、不正判定部２３６で不適切と判定さ
れた不適切なコンテンツまたは該不適切なコンテンツの特徴量を不適切コンテンツ辞書デ
ータとして不適切コンテンツ特徴量蓄積部３１２に記憶する不適切コンテンツ特徴量登録
部３１４と、新規に投稿されたコンテンツに対して、不適切コンテンツ辞書データと照合
を行うことにより不適切なコンテンツの検出を行う類似コンテンツ検出部３３４と、をさ
らに備える。
【００７５】
　詳細には、本実施形態の不適切コンテンツ検出装置３００は、上記実施形態の不適切コ
ンテンツ検出装置１００と同じコンテンツ入力受付部１１０と、コンテンツ記憶部１２０
と、不適切コンテンツ出力部１４０と、ならびに、上記実施形態の不適切コンテンツ検出
装置２００と同じ特徴量抽出部２３２と、不正判定部２３６と、特徴量蓄積部２５２と、
に加え、類似コンテンツ検出部３３４と、不適切コンテンツ特徴量蓄積部３１２と、不適
切コンテンツ特徴量登録部３１４と、アラーム提示部３２０と、を備えている。
【００７６】
　不適切コンテンツ特徴量蓄積部３１２は、既に不適切なコンテンツであると判定された
コンテンツの特徴量を蓄積する。一例として、ハードディスクやフラッシュメモリなどの
記憶装置があり、専用の蓄積装置であっても、他の蓄積装置との兼用であってもよい。
【００７７】
　不適切コンテンツ特徴量登録部３１４は、不適切なコンテンツであると判定されたコン
テンツの特徴量を不適切コンテンツ特徴量蓄積部３１２に登録する。一例として予め定め
られたルールにて動作するプログラムを搭載したＣＰＵである。たとえば、不正コンテン
ツと判定されたコンテンツの特徴量を特徴量蓄積部２５２から、不適切コンテンツ特徴量
蓄積部３１２に変更するという動作を行う。また、放送局などから提供された著作物コン
テンツの特徴量を新たに登録するように動作してもよい。
【００７８】
　類似コンテンツ検出部３３４は、入力されたコンテンツの特徴量または蓄積されたコン
テンツの特徴量の相互の類似度を算出し、類似コンテンツを検出する。一例として、予め
定められたルールにて動作するプログラムを搭載したＣＰＵである。専用のＣＰＵであっ
てもよいし、他のＣＰＵとの兼用であってもよい。特徴量間の類似度の算出方法として、
たとえば上記実施形態にて記述した特許文献３に記載された、代表レイアウト特徴量に基
づく類似コンテンツ検出を用いる。コンテンツの一致に際しては、映像中の一部または全
部のフレームの一致または類似や、静止画像の一部または全体の一致または類似、音響の
一部または全体の一致または類似を検出できれば、特許文献３以外の方法で検出を行って
もよい。
【００７９】
　アラーム提示部３２０は、不適切なコンテンツが検出された際にコンテンツ管理者など
に対してアラームを提示する。一例として、アラーム用のテキストまたは映像を提示する
ためのモニタ、音響を出力するためのスピーカなどが上げられる。
【００８０】
　上記不適切コンテンツ検出装置３００の各種ユニット（コンテンツ入力受付部１１０～
不適切コンテンツ出力部１４０、特徴量抽出部２３２～特徴量蓄積部２５２、不適切コン
テンツ特徴量蓄積部３１２～類似コンテンツ検出部３３４）を各種機能として実現させる
ためのコンピュータプログラムは、上述のＣＰＵが利用するメモリ（不図示）に記憶され
、ＣＰＵにより実行される。
【００８１】
　本実施形態のコンピュータプログラムは、上記実施形態のコンピュータプログラムの手
順に加え、コンピュータに、不適切なコンテンツを判定する手順で不適切と判定された不
適切なコンテンツまたは該不適切なコンテンツの特徴量を不適切コンテンツ辞書データと
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して不適切コンテンツ特徴量蓄積部３１２に記憶する手順、新規に投稿されたコンテンツ
に対して、不適切コンテンツ辞書データと照合を行うことにより不適切なコンテンツの検
出を行う手順、をさらに実行させるように記述されている。
【００８２】
　このように構成された本実施形態の不適切コンテンツ検出装置３００の動作について、
以下に説明する。図６は、本実施形態の不適切コンテンツ検出装置３００の動作の一例を
示すフローチャートである。以下、図５および図６を用いて説明する。
【００８３】
　なお、本実施形態の不適切コンテンツ検出装置３００の動作において、図２のフローチ
ャートのステップＳ１１およびＳ１３は同じであるので、説明は省略する。
【００８４】
　特徴量抽出部２３２により、ステップＳ１１で入力された各コンテンツから類似度算出
のための特徴量が抽出される（Ｓ４１）。抽出された特徴量は、特徴量蓄積部２５２に蓄
積される。そして、類似コンテンツ検出部３３４により、入力コンテンツの特徴量と、不
適切コンテンツ特徴量蓄積部３１２に蓄積された各コンテンツの特徴量との間の類似度が
算出される（Ｓ４３）。
【００８５】
　ステップＳ４３にて算出された類似度が予め定めた閾値以上であった場合（Ｓ４５のＹ
ｅｓ）、不正判定部２３６により、類似度が閾値以上の特徴量の入力コンテンツが不適切
なコンテンツと判定され（Ｓ５１）、不適切コンテンツ出力部１４０により不正と判定し
たコンテンツが出力される（Ｓ５３）。そして、アラーム提示部３２０が、情報管理者に
不適切コンテンツ検出のアラームをあげる（Ｓ５５）。そして、不適切コンテンツ特徴量
登録部３１４により、新たに不適切コンテンツと判定されたコンテンツの特徴量が不適切
コンテンツ特徴量蓄積部３１２に登録される（Ｓ５７）。
【００８６】
　ステップＳ４３にて算出されたコンテンツが、不適切コンテンツ特徴量蓄積部３１２に
蓄積されたすべてのコンテンツに対して予め定めた閾値未満であった場合（Ｓ４５のＮｏ
）は、類似コンテンツ検出部３３４により、入力されたコンテンツの特徴量ならびに、特
徴量蓄積部２５２に蓄積された特徴量で特徴量対が選択され（Ｓ６１）、選択された特徴
量間の類似度が算出される（Ｓ６３）。そして、類似コンテンツ検出部３３４により、類
似度が予め定めた閾値以上か否かが判定される（Ｓ６５）。類似度が予め定めた閾値以上
であった場合（Ｓ６５のＹｅｓ）に、類似コンテンツ検出部３３４により類似特徴量対と
して検出され、類似情報として一時記憶部に記憶する（Ｓ６７）。これを入力コンテンツ
からの特徴量と、特徴量蓄積部２５２に蓄積された特徴量をあわせたすべての特徴量の組
合せに対して行い（Ｓ６９）、それぞれ相互に類似するコンテンツの特徴量を抽出する。
【００８７】
　そして、すべての組み合わせについて類似判定が終了したとき（Ｓ６９のＹｅｓ）、不
正判定部２３６により、特徴量の間の類似情報から不正判定が行われる（Ｓ７１）。一例
として、特定の相互に類似するコンテンツの特徴量が、入力コンテンツの特徴量が加わる
ことにより、予め定められた件数以上検出された場合、入力コンテンツならびに、入力コ
ンテンツと相互に類似する特徴量蓄積部２５２に蓄積された特徴量に対応するコンテンツ
記憶部１２０に蓄積されたコンテンツを不正と判定する。一例として、予め定められた件
数が２件の場合、ステップＳ６５にて新たに検出された入力コンテンツを含むコンテンツ
はすべて、不適切コンテンツと判定される。予め定められた件数がＮ件の場合、ステップ
Ｓ６５で検出されたコンテンツの特徴量対の接続関係に基づき、Ｎ件以上の相互接続を検
出して検出された特徴量に対応するコンテンツが不適切コンテンツと判定される。
【００８８】
　そして、不適切コンテンツ出力部１４０により、不正と判定されたコンテンツの出力が
行われる（Ｓ７３）。さらに、アラーム提示部３２０が、情報管理者に不適切コンテンツ
検出のアラームをあげる（Ｓ７５）。そして、不適切コンテンツ特徴量登録部３１４によ
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り、新たに不適切コンテンツと判定されたコンテンツの特徴量が、特徴量蓄積部２５２か
ら消去され、入力コンテンツの特徴量ならびに新たに不適切コンテンツと判定したコンテ
ンツの特徴量が不適切コンテンツ特徴量蓄積部３１２に登録される（Ｓ７７）。
【００８９】
　なお、不適切コンテンツ検出装置３００において、所定期間または所定の利用者または
所定のコンテンツに対する相互の類似度の算出により不適切コンテンツ辞書データを生成
する生成部（類似コンテンツ検出部３３４、不正判定部２３６）をさらに備えてもよい。
これにより、所定期間または所定の利用者など、特定のグループ毎に辞書データを生成す
ることができる。
　また、この生成部は、相互の類似度の算出による不適切コンテンツ検出を定期的に行い
、不適切コンテンツ辞書データの生成または更新を行ってもよい。
【００９０】
　また、特徴量蓄積部２５２に蓄積する特徴量を、特定期間において投稿されたコンテン
ツの特徴量に制限するようにすることにより、特定期間内に投稿されたコンテンツの相互
類似度を算出するようにすることもできる。また、不適切コンテンツ特徴量蓄積部３１２
に、既に不適切コンテンツとして検出対象である、著作権保護コンテンツの特徴量を合わ
せて登録してもよい。
【００９１】
　また、不適切コンテンツ特徴量登録部３１４は、特徴量蓄積部２５２からの消去や不適
切コンテンツ特徴量蓄積部３１２への登録を自動的に行う代わりに、コンテンツ管理者等
が確認をしてから登録を行うように変更してもよい。
【００９２】
　すなわち、上記不適切コンテンツ検出装置３００において、不適切コンテンツ特徴量登
録部３１４によって生成された不適切コンテンツ辞書データを情報管理者に提示し、該情
報管理者が不適切コンテンツ辞書データを確認し、保持する不適切コンテンツ辞書データ
の指示を受け付け、指示された不適切コンテンツ辞書データのみを不適切コンテンツ特徴
量蓄積部３１２に記憶してもよい。
【００９３】
　相互類似性を判定する類似度の閾値や類似コンテンツは判定する場合の件数、または使
用する特徴量をジャンルや時期、投稿者などの状況に応じて適応的に変更したり、情報管
理者が手動で調整したりできるような機構があってもかまわない。
【００９４】
　また、不適切コンテンツ検出装置３００は、所定の利用者または所定のコンテンツを予
め登録する登録部（不図示）を備えてもよい。このとき、不正判定部２３６は、所定の利
用者により投稿されたコンテンツまたは所定のコンテンツは不適切なコンテンツと判定し
なくてもよい。
【００９５】
　以上説明したように、本実施形態の不適切コンテンツ検出装置３００によれば、所定の
期間内に投稿されたコンテンツ内で、類似度の高いコンテンツが所定数以上検出されたと
きにそれらのコンテンツ群を不適切コンテンツとするので、特定期間内に数多く重複して
投稿された、オリジナルコンテンツの存在する、コピーとおぼしき投稿を検出することが
でき、不適切なコンテンツをみつけるためのベースとなるサンプルコンテンツ（辞書デー
タ）を用意することなく、著作権的に不適切なコンテンツを自動的に効率よく検出すると
いう、発明の目的を達成することができる。
【００９６】
　権利侵害をしている不適切コンテンツでは、テレビ録画、雑誌、ＣＤ、ＤＶＤなどのオ
リジナルコンテンツが存在し、オリジナルコンテンツを一部またはそのまま投稿したり、
他者が投稿したコンテンツをダウンロードしてそのまま転用したり、短期間に連続的に投
稿されるという特性をもつため短期間での重複が多い。本実施形態によれば、予め定めた
特定期間に投稿されたコンテンツ間で類似度評価を行い、投稿された動画、静止画、音響
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の一致または重複を検知し、予め定めた数以上の重複の多いコンテンツを著作権的に不適
切なコンテンツとして検出することにより、不適切コンテンツのサンプルを予め用意する
ことなく、不適切なコンテンツを検出できるようになり、本発明の目的を達成することが
できる。
【００９７】
　なお、本実施形態では、不適切コンテンツ特徴量蓄積部３１２に不適切なコンテンツの
特徴量のみを蓄積し、辞書データとして準備するので、辞書データとして不正コンテンツ
のサンプルを用意する場合に比べて、その容量は非常に小さくて済む。
【００９８】
　さらに、本実施形態の不適切コンテンツ検出装置３００によれば、不適切なコンテンツ
が検出されたとき、アラームをあげることで情報管理者の確認を促すことができ、これに
より不適切なコンテンツが公開されることを防ぐことができる。
【００９９】
（第四の実施の形態）
　図７は、本発明の実施の形態に係る確認サーバ４００の構成を示す機能ブロック図であ
る。
　本実施形態の確認サーバ４００は、通信部４１０と、アラーム提示部４２０と、管理者
確認および登録部４３０と、蓄積部４４０と、制御部４５０と、を備えている。
【０１００】
　通信部４１０は、ネットワーク４０２を通じて端末（不図示）や他の管理装置（不図示
）とコンテンツや伝達情報のやり取りを行う。通信部４１０は、一例として、ネットワー
ク４０２を介した通信を行う専用ボードなどがあげられる。
【０１０１】
　アラーム提示部４２０は、コンテンツ管理者に不適切コンテンツ検出のアラーム情報を
提示する。アラーム提示部４２０は、一例として、アラーム用のテキストまたは映像を提
示するためのモニタ、音情報を出力するためのスピーカなどがあげられる。あるいは、ア
ラーム情報をリストアップしたリストを作成し、印字出力するプリンタなどでもよい。
【０１０２】
　管理者確認および登録部４３０は、管理者が、不適切コンテンツ検出結果を確認したり
、不適切コンテンツを新たに登録するためのものである。管理者確認および登録部４３０
は、一例として結果を表示するモニタとキーボード、タッチパネルなどの入力機器の組合
せがあげられる。あるいは、不適切コンテンツ検出結果をリストアップしたリストを作成
し、印字出力するプリンタなどでもよい。
【０１０３】
　蓄積部４４０は、コンテンツや抽出した特徴量、不適切コンテンツの特徴量などを蓄積
する。蓄積部４４０は、一例として、ハードディスクやフラッシュメモリなどの記憶装置
があり、専用の蓄積装置であっても、他の蓄積装置との兼用であってもかまわない。
【０１０４】
　制御部４５０は、確認サーバ４００の各要素および装置全体を制御するとともに、コン
テンツ特徴量の抽出や照合など、不適切コンテンツの抽出を行う。制御部４５０は、一例
として、プログラムを搭載したＣＰＵである。
【０１０５】
　上記通信部４１０、アラーム提示部４２０、管理者確認および登録部４３０、蓄積部４
４０、制御部４５０をあわせて、通信機能、蓄積機能、モニタ機能、入力機能を備えたコ
ンピュータにて構築可能である。
【０１０６】
　制御部４５０は、通信部４１０からコンテンツをうけとり入力するコンテンツ入力受付
部４５２と、不適切コンテンツ検出結果を出力する不適切コンテンツ出力部４５４と、不
適切コンテンツであると判定されたコンテンツの特徴量を不適切コンテンツ特徴量蓄積部
４４４に登録する不適切コンテンツ特徴量登録部４５６と、蓄積部４４０に格納されてい
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るコンテンツ、特徴量、不適切コンテンツ特徴量を管理する蓄積管理部４６０と、コンテ
ンツの特徴量をコンテンツから抽出する特徴量抽出部４６２と、特徴量間の類似度算出に
より類似コンテンツを抽出する類似コンテンツ検出部４６４と、類似コンテンツ検出部４
６４の検出結果を基に不適切なコンテンツを判定する不正判定部４６６を含む。
【０１０７】
　蓄積部４４０は、入力されたコンテンツを蓄積するコンテンツ記憶部４４２と、抽出さ
れたコンテンツ特徴量を蓄積する特徴量蓄積部４４４と、不適切コンテンツと判定された
コンテンツの特徴量を蓄積する不適切コンテンツ特徴量蓄積部４４６と、を含む。
【０１０８】
　このように構成された本実施形態の確認サーバ４００の動作については、上記実施形態
の不適切コンテンツ検出装置３００と同様であるので説明は省略する。
【０１０９】
　本実施形態の確認サーバ４００によれば、上記実施形態の不適切コンテンツ検出装置３
００と同様な効果を奏する。
【０１１０】
（第五の実施の形態）
　図８は、本発明の実施の形態に係るコンテンツ公開システム５００の構成を示す図であ
る。
　本実施形態のコンテンツ公開システム５００は、映像公開サービスを提供するシステム
であり、ネットワーク５０２と、ネットワーク５０２上に接続された複数の端末装置５１
０と、不適切なコンテンツの検出および確認を行う確認サーバ５２０と、利用者により投
稿された公開データを記憶する公開データ記憶部５３０と、公開データを公開するための
公開サーバ５４０と、確認サーバ５２０が不適切なコンテンツを検出した際に、公開デー
タ記憶部５３０から公開データを削除する公開データ削除部５５０と、を備える。
【０１１１】
　端末装置５１０は、ネットワーク５０２へのアクセス機能を有する端末装置であり、汎
用のコンピュータで実現可能である。
　ネットワーク５０２は、データの送受信が可能なインターネット等の通信網である。
【０１１２】
　確認サーバ５２０は、ネットワーク５０２を解して端末装置５１０から送信された投稿
データを受け付けて、公開データ記憶部５３０に格納する機能を有するとともに、公開デ
ータ記憶部５３０に記憶された投稿データのうちで、不適切なものを検出して、削除する
機能を有するサーバコンピュータである。確認サーバ５２０は、図７の上記実施形態で述
べた確認サーバ４００により実現可能である。不適切コンテンツ出力部５２２は、図７に
おける確認サーバ４００の不適切コンテンツ出力部４５４と同様な構成により実現可能で
ある。
【０１１３】
　公開サーバ５４０は、公開データ記憶部５３０に記憶されているデータを、ネットワー
ク５０２を通じて公開する機能を有するサーバコンピュータであり、通常のＷＷＷサーバ
としての機能を有するコンピュータにより実現可能である。
【０１１４】
　公開データ削除部５５０は、確認サーバ５２０の検出結果を受けて、公開データ記憶部
５３０中の公開データを削除する。一例として、予め定められたルールにて動作するプロ
グラムを搭載したＣＰＵである。専用のＣＰＵであってもよいし、他のＣＰＵとの兼用で
あってもよい。
【０１１５】
　以上説明したように本実施形態のコンテンツ公開システム５００によれば、不適切コン
テンツが検出された際に、公開データを削除する機構が実現できるため、ネットワーク５
０２を介してアクセスしてきた閲覧者は、不適切なデータが削除された公開データ記憶部
５３０に格納されたデータのみ入手可能になるので、不適切なデータが一般に公開される
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ことはない。したがって、本実施形態のコンテンツ公開システム５００によれば、特定期
間内に数多く重複して投稿された、オリジナルコンテンツの存在する、コピーとおぼしき
投稿を検出することができ、不適切なコンテンツをみつけるためのベースとなるサンプル
コンテンツ（辞書データ）を用意することなく、著作権的に不適切なコンテンツを自動的
に検出するという、発明の目的を達成することができる。
【０１１６】
　また、本実施形態のコンテンツ公開システム５００によれば、不適切なコンテンツが検
出されたとき、アップロードされたコンテンツを削除することにより、不適切なコンテン
ツが公開されることを防ぐことができる。
【０１１７】
　以上、図面を参照して本発明の実施形態について述べたが、これらは本発明の例示であ
り、上記以外の様々な構成を採用することもできる。
【０１１８】
　たとえば、上記実施形態のコンテンツ公開システム５００は、投稿されたコンテンツを
利用者が閲覧できるように公開するコンテンツ公開システムであって、上記実施形態の不
適切コンテンツ検出装置（１００～３００）によって検出された不適切なコンテンツをシ
ステム管理者に提示する提示部（不図示）と、システム管理者が確認した後、システム管
理者から削除指示を受け付ける受付部（不図示）と、削除指示に従い、不適切なコンテン
ツの削除を行う削除部（不図示）と、を有してもよい。
【０１１９】
　また、上記実施形態のコンテンツ公開システム５００は、投稿されたコンテンツを利用
者が閲覧できるように公開するコンテンツ公開システムであって、上記実施形態の不適切
コンテンツ検出装置（１００～３００）によって相互に類似していると判定されたコンテ
ンツ数が、所定数より多いか否かを判定する判定部（不図示）と、相互に類似していると
判定されたコンテンツ数が所定数より多い場合に、当該コンテンツへの利用者のアクセス
を自動的に停止する制御部（不図示）と、を有することもできる。
【実施例１】
【０１２０】
　次に、具体的な実施例を用いて本発明を実施するための最良の形態の動作の例を説明す
る。
　図９は、本発明の不適切コンテンツ検出装置の利用のおおまかなイメージを模式的に示
した図である。図９において、放送局６１０は、番組１の放送を行う。ユーザＡ、Ｂ、Ｃ
、Ｄ、Ｅはそれぞれテレビ放送を端末装置６２０で受信して、番組１を視聴する（ステッ
プＳ１０１、Ｓ１１１、Ｓ１２１、Ｓ１３１、Ｓ１４１）。ユーザＡ、Ｂ、Ｅは番組を録
画して、一部を切り出し、動画Ｖ１、Ｖ２、Ｖ５をそれぞれ投稿サイトにアップロードし
たとする（ステップＳ１０３、Ｓ１１３、Ｓ１４３）。ユーザＣ、Ｄは利用者所有のハン
ディカム等で撮影した独自コンテンツ（動画Ｖ３、Ｖ４）をそれぞれ投稿サイトに投稿し
たとする（ステップＳ１２３、Ｓ１３３）。投稿された動画はそれぞれネットワーク６０
２を介して確認サーバ６３０が受け付ける。確認サーバ６３０で投稿された動画はそれぞ
れ不正判定が行われ、適切なコンテンツのみが公開サーバ６４０にて公開されることとな
る。
【０１２１】
　図９で、動画Ｖ１、動画Ｖ２、動画Ｖ５は同一のオリジナルコンテンツの一部を切り出
したものであり、その中で同一フレームを含む場合、類似映像として検知可能である。一
方、動画Ｖ３および動画Ｖ４はまったくの独自コンテンツであるため、他のどの動画とも
類似しない（図中、動画Ｖ３と他の動画との非類似関係を点線の矢印で示し、動画Ｖ４の
非類似関係については図示していない。）。この結果、図１０のようになり、相互類似が
確認された、動画Ｖ１、Ｖ２、Ｖ５（図中、実線の矢印で類似関係を示す。）は、不正コ
ンテンツ候補として判定される。
【０１２２】
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　図１１は代表的な類似のパタンをいくつか示している。
　図１１ではオリジナル動画Ｖｏの特定の部分を切り出している。図１１中横軸は、時間
軸を示しており、動画Ｖａ、Ｖｂ、Ｖｃ、Ｖｄはオリジナルコンテンツの部分フレームを
切り出した形（クリップ）になっている。
【０１２３】
　たとえば、動画ＶａのＶａ１と動画ＶｂのＶｂ１は同一フレームを含み、動画ＶｂのＶ
ｂ２と動画ＶｃのＶｃ１は同一フレームを含み、動画ＶｃのＶｃ２と動画ＶｄのＶｄ１は
同一フレームを含む。このように同一フレームを含むため、動画ＶａとＶｂ、ＶｂとＶｃ
、ＶｃとＶｄは相互に類似しているといえる。動画ＶａとＶｄは同一フレームが含まれて
おらず相互に類似しているとはいえないが、動画Ｖａ、Ｖｂ、Ｖｃ、Ｖｄの相互の接続関
係から、動画ＶａとＶｂとＶｃとＶｄで相互に類似していると判定可能である。
【０１２４】
　図１２は静止画の場合の例である。たとえば、オリジナル書籍７０２などをスキャナ等
で取り込んだ後に投稿した場合（ステップＳ２０２）、図１２のように多少は異なるが相
互に類似したコンテンツ（画像７１０、７２０、７３０）が多数投稿される。なお、一致
する画像もかなり含まれる。たとえば、画像７１０はオリジナル書籍７０２の画像７１２
が傾いて含まれている。また、画像７２０はオリジナル書籍７０２の画像７２２の周囲に
のりしろ７２４が含まれている。さらに、画像７３０は、オリジナル書籍７０２の画像の
一部が切り取られた画像７３２が含まれている。
【０１２５】
　これらのような画像も、特許文献２、特許文献３を初めとする各類似度照合エンジンに
より、相互の類似コンテンツとして検出することは可能であるため、このような不正コン
テンツを削除することが可能になる。音楽データほかでも同様である。
【０１２６】
　この出願は、２００７年１０月１９日に出願された日本出願特願２００７－２７２９６
８号を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
【０１２７】
　以上、実施形態および実施例を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施形
態および実施例に限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明のスコ
ープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
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